
延
暦
十
三
年
の
〝
南
海
地
震
〞
に
関
す
る
一
反
証

「
震
死
」
の
語
意
を
め
ぐ
っ
て

砥

山

洸

一

平
成
二
十
七
年
四
月
十
日
発
行

皇
學
館
論
叢
第
四
十
八
巻
第
二
号

抜
刷



皇
學
館
論
叢

第
四
十
八
巻
第
二
号

平

成

二

十

七

年

四

月

十

日

延
暦
十
三
年
の
〝
南
海
地
震
〟
に
関
す
る
一
反
証

︱

﹁
震
死
﹂
の
語
意
を
め
ぐ
っ
て

︱

砥

山

洸

一

□

要

旨

今
津
勝
紀
氏
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
提
唱
さ
れ
た
平
安
京
遷
都
直
前
の
延
暦
十
三
年
︵
七
九
四
︶
七
月
十
日
の
巨
大
地
震
は
︑
そ
の
説
が
根
拠

と
す
る
史
料
に
つ
い
て
氏
の
誤
読
が
見
ら
れ
る
︒

六
国
史
全
体
を
通
じ
︑
地
震
発
生
に
伴
う
死
亡
記
事
で
の
死
の
表
記
に
は
︑
今
津
氏
が
示
し
た
﹃
日
本
後
紀
﹄
逸
文
の
延
暦
十
三
年
七
月
十
日

条
に
あ
る
﹁
震
死
﹂
と
い
う
語
句
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
︑﹁
圧
死
﹂
や
﹁
溺
死
﹂
な
ど
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
国
語
的
に
も
﹁
震
死
﹂
は
一
般

的
に
落
雷
に
よ
る
死
亡
を
表
す
語
彙
で
あ
り
︑
六
国
史
で
﹁
震
死
﹂
が
使
わ
れ
て
い
る
の
も
︑
全
て
落
雷
記
事
に
お
い
て
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
今

津
説
の
﹃
日
本
後
紀
﹄
延
暦
十
三
年
七
月
十
日
条
の
記
事
は
︑﹃
類
聚
国
史
﹄
の
地
震
の
項
目
中
に
採
録
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
菅
原
道
真
も
地
震
で
あ

る
と
は
見
做
さ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
れ
ら
の
点
よ
り
︑
平
安
京
遷
都
直
前
の
巨
大
地
震
説
は
完
全
な
誤
解
で
あ
る
と
結
論
付
け
ら
れ
る
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

延
暦
十
三
年

南
海
地
震

地
震
に
よ
る
死
亡

震
死

今
津
勝
紀
氏
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は

じ

め

に

古
代
に
お
い
て
発
生
し
た
南
海
ト
ラ
フ
沿
い
の
地
震
に
関
し
︑
天
武
天
皇
十
三
年
︵
六
八
四
︶
の
﹁
白
鳳
地
震
︵
一
︶

﹂
か
ら
仁
和
三
年

︵
八
八
七
︶
の
﹁
仁
和
地
震
︵
二
︶

﹂
ま
で
の
二
百
余
年
間
に
は
︑
こ
れ
ま
で
史
料
上
巨
大
地
震
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
平
成
二
十
四

年
︵
二
〇
一
二
︶
四
月
十
七
日
︑
そ
の
期
間
の
中
頃
に
あ
た
る
延
暦
十
三
年
︵
七
九
四
︶
七
月
十
日
に
未
知
の
巨
大
地
震
が
発
生
し
て
い

た
こ
と
が
今
津
勝
紀
氏
の
史
料
調
査
に
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
た
︑
と
伝
え
る
ニ
ュ
ー
ス
が
報
じ
ら
れ
た
︵
三
︶

︒

発
表
当
時
は
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
発
生
か
ら
一
年
余
と
い
う
時
期
も
あ
っ
て
注
目
も
さ
れ
た
が
︑
そ
の
学
術
上
の
内
容
に
つ
い
て

は
︑
当
初
よ
り
疑
念
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
点
も
多
か
っ
た
︒
そ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
石
橋
克
彦
氏
の
﹃
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震

︱

歴

史
・
科
学
・
社
会
﹄︵
岩
波
書
店
︑
平
成
二
十
六
年
三
月
︶
内
の
コ
ラ
ム
︵
四
︶

に
お
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
お
り
︑
今
津
氏
の
示
す
史
料
が
巨
大
地

震
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
は
低
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
石
橋
氏
の
指
摘
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
賛
同
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑

古
代
史
の
史
料
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
未
だ
付
言
し
て
お
く
べ
き
点
も
若
干
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
本
稿
は
︑
そ
の
よ
う

な
延
暦
十
三
年
の
巨
大
地
震
説
に
対
す
る
幾
許
か
の
反
証
を
補
足
的
に
試
み
る
も
の
で
あ
る
︒

一
︑
延
暦
十
三
年
巨
大
地
震
説

ま
ず
報
道
さ
れ
た
今
津
氏
の
説
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
︒
平
成
二
十
四
年
四
月
十
七
日
︑
今
津
勝
紀
氏
の
調
査
に
よ
っ
て
延
暦
十
三
年

に
南
海
地
震
と
見
ら
れ
る
未
知
の
巨
大
地
震
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
新
聞
各
社
が
報
じ
た
︒
各
社
の
記
事
は
︑
今
津
氏

延
暦
十
三
年
の
〝
南
海
地
震
〟
に
関
す
る
一
反
証
︵
砥
山
︶
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の
所
属
す
る
岡
山
大
学
が
定
期
的
に
発
表
し
て
い
る
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
の
内
︑
同
日
付
発
表
の
氏
の
リ
リ
ー
ス
内
容
に
基
本
的
に
沿
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
該
大
学
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
に
あ
る
広
報
の
記
者
発
表
情
報
内
で
も
︑
他
の
多
く
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
同
様
に
公

開
さ
れ
て
お
り
確
認
出
来
る
も
の
で
あ
る
が
︑
検
証
の
為
に
以
下
に
そ
の
内
容
を
引
用
す
る
︵
五
︶

︒

七
九
四
年
に
発
生
し
た
未
知
の
巨
大
地
震
を
確
認

︿
概
要
﹀

・
延
暦
十
三
︵
七
九
四
︶
年
七
月
十
日
︵
旧
暦
︶
に
未
知
の
巨
大
地
震
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
を
確
認

・
震
源
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
直
後
に
四
国
を
一
周
し
て
い
た
南
海
道
が
廃
止
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
が
南
海
地
震
で
あ
っ
た

可
能
性
を
示
す

・
地
震
の
規
模
は
昭
和
南
海
地
震
ク
ラ
ス
と
推
定
さ
れ
る

︿
本
文
﹀

・
延
暦
十
三
年
七
月
十
日
に
未
知
の
地
震
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
︒

・
従
来
の
歴
史
地
震
の
カ
タ
ロ
グ
︵
宇
佐
美
龍
夫
﹃
新
編
日
本
被
害
地
震
総
覧
︹
増
補
改
訂
版
︺
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
六
年
︶
に
載
っ

て
い
な
い
地
震
で
す
︒

・
南
海
地
震
は
︑
慶
長
九
年
︵
一
六
〇
五
︶
以
降
︑
平
均
一
一
四
年
間
隔
で
発
生
し
て
い
ま
す
が
︑
こ
れ
ま
で
︑
古
代
の
南
海
地

震
は
天
武
十
三
年
︵
六
八
四
︶
と
仁
和
三
年
︵
八
八
七
︶
が
知
ら
れ
て
い
る
の
み
で
︑
そ
の
発
生
間
隔
は
二
〇
三
年
で
し
た
︒

・
天
武
十
三
年
と
仁
和
三
年
の
中
間
に
あ
た
る
延
暦
年
間
の
こ
と
を
記
載
し
た
歴
史
書
﹃
日
本
後
紀
﹄
は
全
四
十
巻
の
う
ち
十
巻

の
み
が
現
存
し
︑
詳
細
な
記
録
が
残
っ
て
い
ま
せ
ん
︒﹃
類
聚
国
史
﹄
と
﹃
日
本
紀
略
﹄
に
略
文
が
残
さ
れ
て
お
り
︑﹃
日
本
紀

略
﹄
を
精
査
し
た
と
こ
ろ
延
暦
十
三
年
七
月
十
日
条
に
﹁
宮
中
并
び
に
京
畿
官
舎
及
び
人
家
震
う
︒
或
い
は
震
死
す
る
者
あ
り
﹂
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と
の
記
述
が
あ
り
︑
こ
の
年
の
九
月
に
か
け
て
連
続
し
て
地
震
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
︒

・
震
源
は
不
明
で
す
が
︑
延
暦
十
五
年
に
は
四
国
を
一
周
し
て
い
た
南
海
道
の
う
ち
︑
阿
波
︵
徳
島
︶・
土
佐
︵
高
知
︶・
伊
予
︵
愛

媛
︶
の
海
岸
部
を
通
っ
て
い
た
道
路
が
廃
止
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
措
置
が
地
震
と
関
連
す
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
︒

・
地
震
の
規
模
は
︑
仁
和
三
年
地
震
が
巨
大
で
あ
る
の
で
︑
応
力
の
蓄
積
を
考
え
る
と
︑
少
し
小
型
の
昭
和
南
海
地
震
ク
ラ
ス
か

と
推
定
さ
れ
ま
す
︒

・
二
〇
一
二
年
三
月
三
日

第
二
十
八
回
条
里
制
・
古
代
都
市
研
究
会
に
て
発
表
済
み
︵
於
：
奈
良
文
化
財
研
究
所
︶

ま
た
︑
同
記
者
発
表
の
添
付
資
料
と
し
て
︑
上
掲
引
用
文
内
に
も
あ
る
﹁
第
二
十
八
回
条
里
制
・
古
代
都
市
研
究
大
会
﹂
に
お
け
る
氏

の
発
表
﹁
仁
和
三
年
の
南
海
地
震
と
平
安
京
社
会
﹂
の
レ
ジ
ュ
メ
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
こ
で
も
﹁
延
暦
十
三
年
七
月
庚
辰
︵
10
︶

◆
震
于
宮
中
并
京
畿
官
舎
及
人
家
︒
或
有
震
死
者
︒︵
﹃
日
本
紀
略
﹄
︶﹂
と
前
掲
の
史
料
が
示
さ
れ
︑﹁
※
延
暦
十
三
年
に
未
知
の
地
震
が
存

在
し
た
こ
と
は
確
実
︒
地
震
カ
タ
ロ
グ
に
立
項
さ
れ
て
い
な
い
地
震
﹂
と
結
論
付
け
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
と
き
発
表
さ
れ
た
今
津
氏
の
仮
説
の
要
点
を
ま
と
め
れ
ば
︑
以
下
の
三
つ
と
な
ろ
う
︒

１
︑
南
海
地
震
の
周
期
性
は
近
世
以
降
平
均
一
一
四
年
間
隔
の
発
生
で
あ
る
が
︑
古
代
の
南
海
地
震
と
し
て
知
ら
れ
る
天
武
十
三
年

と
仁
和
三
年
の
地
震
の
間
に
は
二
〇
三
年
間
の
開
き
が
あ
る
︵
両
年
の
中
頃
に
巨
大
地
震
発
生
の
可
能
性
を
示
唆
︶
︒

２
︑﹃
日
本
紀
略
﹄
に
あ
る
﹃
日
本
後
紀
﹄
逸
文
の
延
暦
十
三
年
七
月
庚
辰
条
﹁
震
于
宮
中
并
京
畿
官
舎
及
人
家
︒
或
有
震
死
者
︒
﹂

は
震
災
記
事
で
あ
り
︑
従
来
そ
れ
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒

３
︑
延
暦
十
五
年
︵
七
九
六
︶
に
南
海
道
の
一
部
が
廃
止
さ
れ
た
の
は
︑
当
該
地
震
に
関
係
し
た
措
置
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
仮
説
で
特
に
重
要
と
な
る
部
分
は
︑﹃
日
本
後
紀
﹄
逸
文
の
延
暦
十
三
年
七
月
庚
辰
条
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
︒

延
暦
十
三
年
七
月
の
巨
大
地
震
説
に
つ
い
て
は
︑
保
立
道
久
氏
が
﹃
歴
史
の
な
か
の
大
地
動
乱

︱

奈
良
・
平
安
の
地
震
と
天
皇
﹄
︵
岩

延
暦
十
三
年
の
〝
南
海
地
震
〟
に
関
す
る
一
反
証
︵
砥
山
︶
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波
書
店
︑
平
成
二
十
四
年
八
月
︶
に
お
い
て
︑
平
安
京
遷
都
怨
霊
原
因
説
に
関
連
さ
せ
﹁︵
皇
太
子
妃
藤
原
帯
子
急
逝
の
翌
々
月
に
︶
長
岡
京
を

地
震
が
直
撃
し
て
死
者
が
で
て
い
る
︒
こ
の
長
岡
京
地
震
は
︵
中
略
︶
怨
霊
早
良
の
引
き
起
こ
し
た
も
の
と
疑
わ
れ
た
に
違
い
な
い
﹂
と

断
言
し
︑
年
表
に
も
﹁
長
岡
京
地
震
﹂
と
挙
げ
︑
当
時
の
政
局
へ
の
意
義
を
見
出
さ
れ
て
い
る
︵
六
︶

︒

さ
ら
に
︑
今
津
説
と
直
接
的
な
関
係
は
無
い
も
の
の
︑﹃
日
本
後
紀
︵
上
︶
全
現
代
語
訳
﹄︵
森
田
悌
著
︑
講
談
社
︑
平
成
十
八
年
十
月
︶

で
も
延
暦
十
三
年
七
月
庚
辰
︵
十
日
︶
条
は
︑﹁
宮
中
と
京
・
畿
内
の
官
舎
お
よ
び
人
家
が
地
震
に
よ
り
揺
動
し
た
︒
こ
の
地
震
に
よ
り

死
亡
し
た
者
が
い
た
︵
七
︶

︒﹂
と
︑
震
災
記
事
と
し
て
訳
さ
れ
て
お
り
︑
今
津
氏
の
仮
説
を
担
保
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒

一
方
で
磯
田
道
史
氏
は
﹃
天
災
か
ら
日
本
史
を
読
み
な
お
す
﹄︵
中
央
公
論
新
社
︑
平
成
二
十
六
年
十
一
月
︶
で
今
津
説
に
対
し
︑﹁
こ
れ

が
本
当
な
ら
︑
二
〇
〇
年
な
ど
と
い
う
間
隔
を
あ
け
る
こ
と
な
く
︑
南
海
ト
ラ
フ
は
必
ず
動
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
﹂
と
取
り
上
げ
な
が

ら
も
︑
石
橋
氏
や
本
稿
で
行
う
よ
う
な
反
論
が
あ
る
こ
と
に
も
言
及
し
て
︑
自
身
で
は
﹁
今
の
と
こ
ろ
︑
よ
く
わ
か
ら
な
い
﹂
と
見
解
を

保
留
に
さ
れ
て
い
る
︵
八
︶

︒

上
記
の
よ
う
に
一
部
の
専
門
書
に
お
い
て
も
延
暦
十
三
年
の
巨
大
地
震
発
生
を
認
め
て
い
る
状
況
に
あ
る
が
︑
後
述
の
通
り
そ
の
仮
説

は
全
く
の
誤
り
で
あ
る
と
し
か
判
じ
ら
れ
な
い
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
掲
﹃
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
﹄
に
お
い
て
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
︵
ま
た
﹃
天
災
か
ら
日
本
史
を
読
み
な
お
す
﹄
も
そ
の
指
摘
に
言
及
し
て
い
る
︶
こ
と
な
の
で
重
複
す
る
が
︑
当
問
題
の
重
要
な
所
は
︑
同
年

の
巨
大
地
震
の
有
無
で
は
な
く
︑
史
料
を
震
災
記
事
に
位
置
付
け
る
際
の
理
由
と
﹁
震
死
﹂
と
い
う
語
の
解
釈
で
あ
り
︑
延
い
て
は
六
国

史
全
体
を
通
じ
た
記
事
の
解
釈
に
も
関
わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
以
下
に
石
橋
氏
の
反
論
を
補
強
す
る
意
も
籠
め
︑

当
該
史
料
が
凡
そ
震
災
記
事
と
は
考
え
ら
れ
な
い
根
拠
に
つ
き
卑
見
を
述
べ
て
み
た
い
︒
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二
︑
六
国
史
の
地
震
に
お
け
る
死
亡
表
現
と
﹁
震
死
﹂
と
い
う
語
句

ま
ず
︑
六
国
史
中
に
お
け
る
震
災
時
の
死
亡
の
表
し
方
に
つ
い
て
︑
確
実
に
地
震
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
と
判
断
出
来
る
記
事
か
ら

確
か
め
た
い
︒
以
下
に
主
立
っ
た
も
の
を
掲
げ
る
︵
傍
線
は
引
用
者
︶︒

①
﹃
日
本
書
紀
﹄
巻
第
廿
九

天
武
天
皇
十
三
年
︵
六
八
四
︶
十
月
壬
辰
条
︵
九
︶

壬
辰
︒
逮
二

于
人
定
一

大
地
震
︒︵
中
略
︶
由
レ

是
人
民
及
六
畜
多
死
傷
之
︒︵
後
略
︶

②
﹃
続
日
本
紀
﹄
巻
第
十
一

天
平
六
年
︵
七
三
四
︶
四
月
戊
戌
条
︵
一
〇
︶

戊
戌
︒
地
大
震
︒
壞
二

天
下
百
姓
廬
舍
一︒
壓
死
者
多
︒
山
崩
川
壅
︒
地
往
々
圻
裂
不
レ

可
二

勝
數
一︒

③
﹃
続
日
本
紀
﹄
巻
第
十
五

天
平
十
六
年
︵
七
四
四
︶
五
月
庚
戌
条
︵
一
一
︶

五
月
庚
戌
︒
肥
後
國
雷
雨
地
震
︒︵
中
略
︶
有
二

壓
死
人
卌
餘
人
一︒
並
加
二

賑
恤
一︒

④
﹃
日
本
後
紀
﹄
巻
第
廿
七
逸
文

弘
仁
九
年
︵
八
一
八
︶
七
月
条
︵
﹃
類
聚
国
史
﹄
巻
第
百
七
十
一

災
異
五
︵
一
二
︶︶

九
年
七
月
︒
相
摸
︒
武
藏
︒
下
總
︒
常
陸
︒
上
野
︒
下
野
等
國
地
震
︒
山
崩
谷
埋
數
里
︒
壓
死
百
姓
不
レ

加
二

勝
計
一︒

⑤
﹃
日
本
後
紀
﹄
巻
第
卅
八
逸
文

天
長
七
年
︵
八
三
〇
︶
正
月
癸
卯
条
︵
﹃
類
聚
国
史
﹄
巻
第
百
七
十
一

災
異
五
︵
一
三
︶︶

癸
卯
︒
出
羽
國
驛
傳
奏
云
︒
鎭
秋
田
城
國
司
正
六
位
上
行
介
藤
原
朝
臣
行
則
今
月
三
日
酉
時
牒
偁
︒
今
日
辰
刻
︒
大
地
震
動
︒

響
如
二

雷
霆
一︒
登
時
城
羽
官
舍
并
四
天
王
寺
丈
六
佛
像
︒
四
王
堂
舍
等
︒
皆
悉
顚
倒
︒
城
内
屋
仆
︒
擊
二

死
百
姓
十
五
人
一︒
支

體
折
損
之
類
一
百
餘
人
也
︒︵
後
略
︶

⑥
﹃
日
本
文
徳
天
皇
実
録
﹄
巻
第
二

嘉
祥
三
年
︵
八
五
〇
︶
十
月
庚
申
条
︵
一
四
︶

延
暦
十
三
年
の
〝
南
海
地
震
〟
に
関
す
る
一
反
証
︵
砥
山
︶
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庚
申
︒
出
羽
國
言
上
︒
地
大
震
裂
︒
山
谷
易
レ

處
︒
壓
死
者
衆
︒

⑦
﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
巻
第
七

貞
観
五
年
︵
八
六
三
︶
六
月
十
七
日
戊
申
条
︵
一
五
︶

十
七
日
戊
申
︒
越
中
︒
越
後
等
國
地
大
震
︒
陵
谷
易
レ

處
︒
水
泉
涌
出
︒
壞
二

民
廬
舍
一︒
壓
死
者
衆
︒
自
レ

此
以
後
︒
毎
日
常

震
︒

⑧
﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
巻
第
十
六

貞
観
十
一
年
︵
八
六
九
︶
五
月
廿
六
日
癸
未
条
︵
一
六
︶

廿
六
日
癸
未
︒
陸
奧
國
地
大
震
動
︒
流
光
如
レ

晝
隱
映
︒
頃
之
︒
人
民
叫
呼
︒
伏
不
レ

能
レ

起
︒
或
屋
仆
壓
死
︒
或
地
裂
埋
殪
︒

︵
中
略
︶
海
口
哮
吼
︒
聲
似
二

雷
霆
一︒
驚
濤
涌
潮
︒
泝
洄
漲
長
︒
忽
至
二

城
下
一︒
去
レ

海
數
十
百
里
︒
浩
々
不
レ

弁
二

其
涯
涘
一︒
原

野
道
路
︒
惣
爲
二

滄
溟
一︒
乘
レ

船
不
レ

遑
︒
登
レ

山
難
レ

及
︒
溺
死
者
千
許
︒
資
産
苗
稼
︒
殆
無
二

孑
遺
一

焉
︒

⑨
﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
巻
第
卅
四

元
慶
二
年
︵
八
七
八
︶
九
月
廿
九
日
辛
酉
条
︵
一
七
︶

廿
九
日
辛
酉
︒
夜
︒
地
震
︒﹂
是
日
︒
關
東
諸
國
地
大
震
裂
︒
相
摸
武
藏
特
爲
二

尤
甚
一︒
其
後
五
六
日
︒
震
動
未
レ

止
︒
公
私
屋

舍
一
無
二

全
者
一︒
或
地
窪
陷
︒
徃
還
不
レ

通
︒
百
姓
壓
死
不
レ

可
二

勝
記
一︒

⑩
﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
巻
第
五
十

仁
和
三
年
︵
八
八
七
︶
七
月
卅
日
辛
丑
条
︵
一
八
︶

卅
日
辛
丑
︒
申
時
地
大
震
動
︒
經
二

歷
數
尅
一︒︵
中
略
︶
諸
司
倉
屋
及
東
西
京
廬
舍
︒
往
々
顚
覆
︒
壓
煞
者
衆
︒
或
有
二

失
神
頓

死
者
一︒
亥
時
亦
震
三
度
︒
五
畿
内
七
道
諸
國
同
日
大
震
︒
官
舍
多
損
︒
海
潮
漲
レ

陸
︒
溺
死
者
不
レ

可
二

勝
計
一︒
其
中
摂
津
國

尤
甚
︒

こ
の
よ
う
に
六
国
史
で
は
︑
地
震
に
よ
る
死
亡
に
つ
い
て
は
そ
の
死
の
状
況
を
説
明
し
た
表
記
で
あ
り
︑
中
で
も
﹁
圧
死
︵
一
九
︶﹂

が
か
な
り

多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
と
同
時
に
︑﹁
震
死
﹂
の
使
わ
れ
て
い
る
例
が
全
く
見
当
た
ら
な
い
こ
と
も
一
目
瞭
然
で
あ
り
︑
ま
た
そ

れ
ぞ
れ
の
記
事
に
は
︑
ほ
ぼ
必
ず
﹁
地
﹂
の
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
さ
れ
よ
う
︒
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で
は
逆
に
︑
六
国
史
で
﹁
震
死
﹂
の
単
語
が
使
わ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
の
か
︑
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
﹃
日
本
後
紀
﹄

逸
文
の
延
暦
十
三
年
七
月
庚
辰
条
以
外
の
記
事
を
見
て
み
よ
う
︒
こ
ち
ら
は
用
例
が
少
な
い
の
で
︑
管
見
の
及
ぶ
限
り
全
て
の
記
事
を
掲

げ
る
︵
二
〇
︶︵

傍
線
は
引
用
者
︶︒

①
﹃
続
日
本
紀
﹄
巻
第
十

天
平
二
年
︵
七
三
〇
︶
六
月
壬
午
条
︵
二
一
︶

壬
午
︒
雷
雨
︒
神
�
官
屋
災
︒
往
々
人
畜
震
死
︒

②
﹃
続
日
本
紀
﹄
巻
第
卅
七

延
暦
元
年
︵
七
八
二
︶
七
月
甲
申
条
︵
二
二
︶

秋
七
月
甲
申
︒
雷
雨
︒
大
藏
東
長
藏
災
︒
内
厩
寮
馬
二
疋
震
死
︒

③
﹃
日
本
後
紀
﹄
巻
第
廿
四

弘
仁
六
年
︵
八
一
五
︶
六
月
癸
亥
条
︵
二
三
︶

︵
前
略
︶
是
日
︒
山
城
國
乙
訓
郡
物
集
︒
國
背
兩
鄕
雷
風
︒
壞
二

百
姓
廬
舍
一︒
人
或
被
レ

震
死
︒
先
レ

是
︒
有
二

大
蛇
一

入
二

人
屋
一︒

卽
煞
レ

之
︒
未
レ

幾
其
人
被
レ

震
︒

④
﹃
続
日
本
後
紀
﹄
巻
第
七

承
和
五
年
︵
八
三
八
︶
八
月
己
亥
条
︵
二
四
︶

己
亥
︒
霹
二

靂
於
監
物
前
柳
樹
一︒
往
還
人
休
二

于
樹
下
一︒
一
男
震
死
︒
一
女
傷
レ

脛
︒
一
童
纔
存
︒
一
女
無
レ

恙
︒

⑤
﹃
日
本
文
徳
天
皇
実
録
﹄
巻
第
十

天
安
二
年
︵
八
五
八
︶
六
月
丙
申
条
︵
二
五
︶

丙
申
︒
和
泉
國
言
︒
霹
靂
破
二

官
舍
六
十
餘
宇
︒
民
室
屋
卅
宇
一︒
被
二

震
死
一

者
二
人
︒
傷
二

支
體
一

者
三
人
︒
拔
二

折
十
圍
木
一

十
九
株
︒
殘
二

廢
田
苗
一

廿
許
町
︒

⑥
﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
巻
第
廿

貞
観
十
三
年
︵
八
七
一
︶
八
月
十
一
日
乙
酉
条
︵
二
六
︶

十
一
日
乙
酉
︒
雷
雨
︒
東
京
有
レ

人
震
死
︒

⑦
﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
巻
第
廿
五

貞
観
十
六
年
︵
八
七
四
︶
六
月
十
四
日
庚
午
条
︵
二
七
︶

延
暦
十
三
年
の
〝
南
海
地
震
〟
に
関
す
る
一
反
証
︵
砥
山
︶
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庚
午
十
四
日
︒︵
中
略
︶
是
日
雷
雨
︒
東
京
牛
震
死
︒

⑧
﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
巻
第
卅
四

元
慶
二
年
︵
八
七
八
︶
九
月
廿
八
日
庚
辰
条
︵
二
八
︶

廿
八
日
庚
辰
︒
紀
伊
國
司
言
︒
今
月
廿
六
日
亥
時
︒
風
雨
晦
瞑
︒
雷
電
激
發
︒
震
二

於
國
府
廳
事
及
學
校
并
舍
屋
一︒
被
レ

破
二

官

舍
廿
一
宇
︒
縁
邊
百
姓
卌
三
家
一︒︵
中
略
︶
掾
利
永
男
女
各
一
人
︒
國
掌
漢
人
貞
魚
合
三
人
震
死
支
解
︒
大
木
倒
仆
者
先
餘
株
︒

⑨
﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
巻
第
四
十
九

仁
和
二
年
︵
八
八
六
︶
四
月
廿
日
己
巳
条
︵
二
九
︶

廿
日
己
巳
︒︵
中
略
︶
是
日
︒
雷
雨
︒
諸
衛
陣
二

於
殿
前
一︒
有
二

路
女
避
阿

雨
︒
隱
二

立
東
京
三
條
前
近
江
大
目
臺
助
範
宅
一︒
忽
然

震
死
︒

⑩
﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
巻
第
五
十

仁
和
三
年
︵
八
八
七
︶
六
月
廿
九
日
辛
未
晦
条
︵
三
〇
︶

廿
九
日
辛
未
晦
︒
太
政
大
臣
侍
二

殿
上
一︒
納
言
參
議
侍
二

仗
下
一︒
忽
有
レ

雷
大
鳴
︒
諸
衛
陣
二

於
殿
前
一︒︵
中
略
︶
是
日
︒
右
近

衛
少
監
正
六
位
上
在
原
朝
臣
遠
瞻
︒
在
二

致
仕
中
納
言
在
原
朝
臣
行
平
鴨
河
邊
第
一

震
死
︒︵
後
略
︶

以
上
か
ら
も
︑
六
国
史
に
お
い
て
﹁
震
死
﹂
と
い
う
語
句
は
地
震
で
は
な
く
︑
悉
く
落
雷
に
関
す
る
記
事
の
中
で
用
い
ら
れ
る
単
語
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒
上
記
﹁
震
死
﹂
史
料
全
て
に
お
い
て
︑
実
は
同
時
に
地
震
も
発
生
し
て
お
り
︑
し
か
し
そ
の
地
震
に
関
し

て
は
死
亡
被
害
以
外
の
発
生
の
事
実
や
災
害
等
に
関
す
る
記
録
は
一
切
残
し
て
い
な
い
と
い
う
至
極
不
自
然
な
状
況
で
も
想
定
し
な
い
限

り
︑
六
国
史
の
﹁
震
死
﹂
は
︑
本
来
の
意
味
通
り
雷
に
関
係
す
る
語
句
で
あ
る
と
判
断
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︵
三
一
︶︒

石
橋
氏
は
︑﹁﹃
日
本
紀
略
﹄
は
﹁
地ち

震ふ
る

う
﹂
と
は
書
い
て
﹂
お
ら
ず
︑﹁
こ
れ
は
地
震
で
は
な
く
て
雷
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
﹂
も
の
で
︑

ま
た
﹁
当
時
か
ら
雷
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
﹂
る
︵
三
二
︶と

︑
当
該
延
暦
十
三
年
の
史
料
が
南
海
地
震
の
震
災
記
事
で
あ
る
こ
と
を
否
定

し
つ
つ
︑
し
か
し
行
間
に
は
僅
か
な
が
ら
地
震
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
含
み
を
持
た
せ
ら
れ
て
い
る
︒
磯
田
氏
も
前
掲
の

通
り
︑﹁
よ
く
わ
か
ら
な
い
﹂
と
い
う
明
言
を
避
け
た
評
で
あ
る
︒
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確
か
に
可
能
性
だ
け
で
あ
れ
ば
﹁
無
い
﹂
と
は
言
い
切
れ
な
い
︒
け
れ
ど
も
︑
延
暦
十
三
年
七
月
十
日
の
記
事
と
同
種
の
史
料
︵
﹃
日

本
三
代
実
録
﹄
元
慶
二
年
九
月
廿
八
日
条
の
﹁
震
二

於
國
府
廳
事
及
學
校
并
舍
屋
一

﹂
に
至
っ
て
は
文
の
構
造
も
同
じ
︶
が
︑
同
じ
﹃
日
本
後
紀
﹄
は

も
と
よ
り
六
国
史
全
体
を
通
じ
て
遍
く
落
雷
に
よ
る
死
亡
を
伝
え
る
記
事
で
あ
る
以
上
︑
該
史
料
を
震
災
記
事
と
し
︑
そ
の
記
事
の
﹁
震

死
﹂
だ
け
が
地
震
死
で
あ
っ
た
と
す
る
の
は
︑
か
な
り
無
理
の
あ
る
仮
説
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

三
︑
﹃
類
聚
国
史
﹄
を
用
い
た
検
証

ま
た
上
記
駁
論
に
加
え
︑﹃
日
本
後
紀
﹄
逸
文
の
出
典
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
﹃
類
聚
国
史
﹄
か
ら
も
検
証
し
て
み
た
い
︒

前
提
と
し
て
︑
巨
大
地
震
で
あ
る
と
限
定
さ
え
し
な
け
れ
ば
︑
延
暦
十
三
年
に
地
震
そ
の
も
の
が
起
き
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒

そ
れ
は
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
史
料
以
外
に
︑
同
年
中
の
地
震
記
事
が
確
認
さ
れ
る
為
で
あ
る
︒

現
在
管
見
で
確
認
し
得
る
﹃
日
本
後
紀
﹄
延
暦
十
三
年
中
の
地
震
記
事
︵
逸
文
︶
は
︑
正
月
己
丑
︵
十
五
日
︶
条
︑
六
月
甲
寅
︵
十
三
日
︶

条
︑
九
月
辛
未
朔
条
︑
同
月
壬
申
︵
二
日
︶
条
の
四
件
で
あ
り
︑
い
ず
れ
も
た
だ
﹁
地
震
﹂
と
の
み
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
四
件
の

逸
文
記
事
は
︑
い
ず
れ
も
﹃
類
聚
国
史
﹄
巻
第
百
七
十
一
災
異
部
五
﹁
地
震
﹂
の
項
目
を
典
拠
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
︵
六
月
甲
寅
条

は
﹃
日
本
紀
略
﹄
も
同
時
に
典
拠
と
し
て
い
る
︶︒

一
方
で
︑
本
稿
が
問
題
視
す
る
同
年
七
月
庚
辰
条
の
典
拠
は
﹃
日
本
紀
略
﹄
の
み
で
あ
る
︒
前
述
の
石
橋
氏
﹃
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
﹄

で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︑﹃
類
聚
国
史
﹄
の
当
該
箇
所
︵
三
三
︶を

見
て
も
同
日
の
記
事
は
採
録
さ
れ
て
い
な
い
︒

『類
聚
国
史
﹄
の
史
料
的
な
性
格
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
︑
仮
に
地
震
で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
死
者
な
ど
の
被
害
の
様
子
ま
で
伝
え
て
い

る
延
暦
十
三
年
七
月
庚
辰
条
を
敢
え
て
外
す
合
理
的
な
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
︒
保
立
説
の
よ
う
に
︑
早
良
親
王
の
怨
霊
と
そ
の
為
の
平

延
暦
十
三
年
の
〝
南
海
地
震
〟
に
関
す
る
一
反
証
︵
砥
山
︶
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安
京
遷
都
に
ま
で
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
尚
の
こ
と
で
あ
る
︒
編
纂
の
際
に
見
落
と
さ
れ
た
か
︑
あ
る
い
は
﹃
類
聚
国
史
﹄
か
ら
も

そ
こ
だ
け
散
逸
し
た
か
の
い
ず
れ
か
で
な
い
と
す
れ
ば
︑
逆
説
的
に
︑
同
史
料
は
﹃
類
聚
国
史
﹄
編
者
の
菅
原
道
真
も
地
震
の
こ
と
だ
と

は
見
做
さ
な
か
っ
た
記
事
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︵
三
四
︶︒

お

わ

り

に

以
上
︑
蛇
足
的
で
は
あ
っ
た
が
︑
本
稿
で
は
延
暦
十
三
年
の
地
震
に
つ
き
︑﹃
日
本
後
紀
﹄
逸
文
の
七
月
庚
辰
条
に
限
っ
て
言
え
ば
︑

そ
れ
は
十
中
八
九
︑
震
災
記
事
で
は
な
く
落
雷
記
事
で
あ
る
こ
と
の
論
証
を
述
べ
て
き
た
︒

六
国
史
に
お
い
て
は
︑
地
震
の
死
亡
記
録
は
基
本
的
に
﹁
圧
死
﹂
や
﹁
溺
死
﹂
等
の
具
体
的
な
状
況
を
記
し
て
お
り
︑
地
震
が
齎
し
た

死
＝
﹁
震
死
﹂
な
ど
と
い
う
漠
然
と
し
た
表
記
で
は
な
い
︒
そ
も
そ
も
﹁
震
死
﹂
は
︑
六
国
史
中
に
お
い
て
は
悉
く
落
雷
被
害
の
際
に
用

い
ら
れ
て
い
る
語
句
で
あ
る
︒

勿
論
︑
延
暦
十
三
年
に
は
規
模
不
明
な
が
ら
も
地
震
の
記
録
は
残
さ
れ
て
お
り
︑
本
稿
は
同
年
の
地
震
発
生
自
体
を
否
定
す
る
も
の
で

は
な
く
︑
今
後
の
地
球
科
学
分
野
の
調
査
等
に
よ
っ
て
そ
れ
が
南
海
ト
ラ
フ
に
お
け
る
巨
大
地
震
で
あ
っ
た
こ
と
が
実
証
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
今
津
氏
が
そ
の
根
拠
に
挙
げ
た
﹃
日
本
後
紀
﹄
逸
文
に
つ
い
て
は
︑
本
稿
の
よ
う
な
反
証
が
可
能
で
あ

り
︑
そ
れ
に
基
づ
く
同
年
の
巨
大
地
震
説
に
つ
い
て
は
完
全
な
誤
解
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
良
い
で
あ
ろ
う
︒

さ
ら
に
氏
は
︑
延
暦
十
五
年
︵
七
九
六
︶
の
南
海
道
一
部
廃
止
と
︑
仮
説
の
巨
大
地
震
を
結
び
付
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
︑﹃
日
本

紀
略
﹄
を
出
典
と
す
る
﹃
日
本
後
紀
﹄
巻
第
四
逸
文
の
延
暦
十
五
年
二
月
丁
亥
条
︵
三
五
︶は

そ
れ
に
つ
い
て
﹁
南
海
道
驛
路
迥
遠
︒
使
令
難
レ

通
︒

因
廢
二

舊
路
一

通
二

新
道
一︒﹂
と
記
し
て
い
る
︒
経
路
の
変
更
は
駅
路
が
遠
回
り
で
通
行
に
不
便
で
あ
る
か
ら
と
明
記
さ
れ
て
お
り
︑
敢
え
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て
書
か
れ
て
い
な
い
地
震
に
ま
で
付
け
替
え
の
理
由
を
求
め
る
の
は
些
か
穿
ち
過
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
実
際
そ
れ
以
前
に
も
南
海
道

は
︑
養
老
二
年
︵
七
一
八
︶
に
土
佐
国
が
﹁
公
私
使
直
指
二

土
左
一︒
而
其
道
經
二

伊
与
國
一︒
行
程
迂
遠
︒
山
谷
險
難
︒
但
阿
波
國
︒
境
土

相
接
︒
往
還
甚
易
︒
請
就
二

此
國
一︒
以
爲
二

通
路
︵
三
六
︶一︒﹂

と
要
望
し
て
い
る
︒
延
暦
十
五
年
の
経
路
変
更
も
︑
翌
延
暦
十
六
年
︵
七
九
七
︶
正

月
に
﹁
廢
二

阿
波
國
驛
家
□
︒
伊
豫
國
十
一
︒
土
左
國
十
二
一︒
新
置
二

土
左
國
吾
椅
舟
川
二
驛
︵
三
七
︶一︒﹂

さ
れ
て
い
て
︑
四
国
の
海
道
が
地
震
と

は
無
関
係
に
未
整
備
な
段
階
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒

ま
た
今
回
敢
え
て
検
証
は
し
な
か
っ
た
が
︑
本
稿
で
問
題
と
し
た
史
料
の
記
事
前
段
﹁
震
二

于
宮
中
并
京
畿
官
舍
及
人
家
一

﹂
に
対
す

る
今
津
氏
︵
そ
し
て
恐
ら
く
森
田
氏
も
︶
の
訓
読
は
︑﹁
于
﹂
と
い
う
前
置
詞
︵
置
き
字
︶
が
使
わ
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
そ
れ
以
降
の
﹁
宮

中
并
京
畿
官
舍
及
人
家
﹂
を
主
語
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
︑
そ
の
為
に
該
史
料
を
地
震
記
事
と
誤
認
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
︒
こ
の
訓

読
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒

註
︵
一
︶
﹃
日
本
書
紀
﹄
巻
第
廿
九

天
武
天
皇
十
三
年
十
月
壬
辰
条
﹁
逮
二

于
人
定
一

大
地
震
︒
舉
レ

國
男
女
叫
唱
不
レ

知
二

東
西
一︒
則
山
崩
河
涌
︒
諸
國
郡

官
舍
及
百
姓
倉
屋
︒
寺
塔
︒
神
社
︒
破
壞
之
類
不
レ

可
二

勝
數
一︒
由
レ

是
人
民
及
六
畜
多
死
傷
之
︒
時
伊
豫
湯
泉
沒
而
不
レ

出
︒
土
左
國
田
苑
五
十

餘
萬
頃
︒
沒
爲
レ

海
︒
古
老
曰
︒
若
レ

是
地
動
・
未
二

曾
有
一

也
︒﹂︵﹃
新
訂
増
補
國
史
大
系

第
一
巻
下

日
本
書
紀

後
篇
﹄
三
七
三
頁
︶

︵
二
︶
﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
巻
第
五
十

仁
和
三
年
七
月
卅
日
辛
丑
条
﹁
申
時
地
大
震
動
︒
經
二

歷
數
尅
一︒
震
猶
不
レ

止
︒

天
皇
出
二

仁
壽
殿
一︒
御
二

紫

震
殿
南
庭
一︒
命
二

大
藏
省
一︒
立
二

七
丈
幄
二
一︒
爲
二

御
在
所
一︒
諸
司
倉
屋
及
東
西
京
廬
舍
︒
往
々
顚
覆
︒
壓
煞
者
衆
︒
或
有
二

失
神
頓
死
者
一︒
亥

時
亦
震
三
度
︒
五
畿
内
七
道
諸
國
同
日
大
震
︒
官
舍
多
損
︒
海
潮
漲
レ

陸
︒
溺
死
者
不
レ

可
二

勝
計
一︒
其
中
摂
津
國
尤
甚
︒﹂︵﹃
新
訂
増
補
國
史
大

系

第
四
巻

日
本
三
代
實
録
﹄
六
三
七
頁
︶

延
暦
十
三
年
の
〝
南
海
地
震
〟
に
関
す
る
一
反
証
︵
砥
山
︶
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︵
三
︶
﹁
毎
日
新
聞
﹂
二
〇
一
二
年
四
月
十
七
日
︵
火
︶
十
九
時
二
十
六
分
ウ
ェ
ブ
配
信
記
事
等
︒
尚
︑
同
紙
の
他
に
﹁
読
売
新
聞
﹂
等
も
配
信
︑
紙
面

で
は
翌
十
八
日
に
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

︵
四
︶
同
書
九
三
～
九
四
頁

︵
五
︶
岡
山
大
学
平
成
二
十
四
年
度
記
者
発
表
情
報
︵
h
ttp
://w
w
w
.ok
ay
am
a-u
.ac.jp
/tp
/p
rofile/p
ress_in
fo_24

.h
tm
l︶
よ
り
︵
平
成
二
十
七
年

三
月
現
在
閲
覧
︶︒
但
し
︑
縦
書
き
に
改
め
る
際
に
算
用
数
字
は
漢
数
字
と
し
︑
ま
た
問
い
合
わ
せ
先
や
罫
線
等
は
省
略
し
て
い
る
︒

︵
六
︶
同
書
四
八
頁
︑
五
一
頁

も
っ
と
も
参
考
文
献
等
に
は
今
津
氏
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
の
件
な
ど
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
今
津
説
を
取
り
入
れ
た
の
か
︑
そ
れ
と

は
別
に
同
じ
仮
説
に
行
き
着
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
︒

︵
七
︶
同
書
六
三
頁

︵
八
︶
同
書
七
八
～
七
九
頁

但
し
︑
同
書
は
﹃
朝
日
新
聞
﹄
の
﹁
be
﹂
に
連
載
さ
れ
て
い
た
﹁
磯
田
道
史
の
備
え
る
歴
史
学
﹂
︵
平
成
二
十
五
年
四
月
六
日
～
平
成
二
十
六
年

九
月
二
十
七
日
︶
を
加
筆
修
正
し
て
書
籍
化
し
た
も
の
で
︑
初
出
の
同
連
載
平
成
二
十
五
年
四
月
六
日
付
の
記
事
で
は
︑﹁
岡
山
大
学
の
今
津
勝

紀
准
教
授
が
﹃
日
本
紀
略
﹄
の
記
述
か
ら
平
安
遷
都
直
前
の
７
９
４
︵
延
暦
13
︶
年
の
７
月
10
日
に
南
海
ト
ラ
フ
が
動
い
た
ら
し
い
こ
と
を
み

つ
け
た
︒
︵
中
略
︶
こ
れ
で
２
０
０
年
な
ど
と
い
う
間
隔
を
あ
け
る
こ
と
な
く
︑
南
海
ト
ラ
フ
は
必
ず
動
い
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
﹂

と
︑
今
津
説
が
肯
定
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
訂
正
さ
れ
た
の
は
︑
前
掲
﹃
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
﹄
な
ど
を
受
け
て
の
も
の
と
推
察
さ
れ
る
︒

︵
九
︶
前
出
註
︵
一
︶
史
料
に
同
じ

︵
一
〇
︶
﹃
新
訂
増
補
國
史
大
系

第
二
巻

續
日
本
紀
﹄
一
三
三
頁

︵
一
一
︶
同
右

一
七
七
頁
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︵
一
二
︶
﹃
新
訂
増
補
國
史
大
系

第
六
巻

類
聚
國
史

後
篇
﹄
一
五
九
頁

︵
一
三
︶
同
右

一
六
二
頁

︵
一
四
︶
﹃
新
訂
増
補
國
史
大
系

第
三
巻

日
本
後
紀
・
續
日
本
後
紀
・
日
本
文
德
天
皇
實
錄
﹄
二
一
頁

︵
一
五
︶
﹃
新
訂
増
補
國
史
大
系

第
四
巻

日
本
三
代
實
錄
﹄
一
一
三
頁

︵
一
六
︶
同
右

二
四
八
頁

︵
一
七
︶
同
右

四
三
八
頁

︵
一
八
︶
前
出
註
︵
二
︶
史
料
に
同
じ

︵
一
九
︶
そ
の
他
に
も
詔
勅
な
ど
で
︑﹁
圧
没
﹂
や
﹁
圧
亡
﹂
等
の
表
現
が
見
ら
れ
る
︒

︵
二
〇
︶
﹃
日
本
書
紀
﹄
巻
第
廿
六
の
斉
明
天
皇
七
年
五
月
丁
巳
条
に
引
か
れ
る
﹁
伊
吉
連
博
徳
書
﹂
の
記
事
は
︑
あ
く
ま
で
も
引
用
文
で
あ
る
た
め
こ
こ

で
は
扱
わ
な
い
︒

︵
二
一
︶
前
出
新
訂
増
補
國
史
大
系
本

一
二
三
頁

︵
二
二
︶
同
右

四
八
六
頁

︵
二
三
︶
前
出
新
訂
増
補
國
史
大
系
本

一
三
三
頁

︵
二
四
︶
同
右

七
八
頁

︵
二
五
︶
同
右

一
一
七
頁

︵
二
六
︶
前
出
新
訂
増
補
國
史
大
系
本

二
九
二
頁

︵
二
七
︶
同
右

三
四
三
頁

︵
二
八
︶
同
右

四
三
八
頁

延
暦
十
三
年
の
〝
南
海
地
震
〟
に
関
す
る
一
反
証
︵
砥
山
︶
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︵
二
九
︶
同
右

六
〇
八
頁

︵
三
〇
︶
同
右

六
三
六
頁

︵
三
一
︶
現
代
の
日
本
語
で
は
﹁
震
源
﹂
や
﹁
震
度
﹂︑﹁
震
災
﹂
な
ど
︑﹁
震
﹂
の
字
は
地
震
に
関
す
る
熟
語
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
漢
字
で
あ
る
︒
し

か
し
﹁
震
﹂
と
い
う
文
字
の
第
一
義
は
﹁
は
げ
し
い
か
み
な
り
﹂︵﹃
大
漢
和
辞
典
﹄︶
で
あ
る
︒
そ
の
字
源
も
︑
二
枚
貝
が
開
い
て
び
り
び
り
と

ふ
る
え
る
肉
が
見
え
る
様
子
を
描
い
た
象
形
文
字
で
あ
る
﹁
辰
﹂︵
兼
音
符
︶
に
︑
気
象
を
表
す
雨
冠
が
合
わ
さ
っ
た
も
の
で
︑
本
義
と
し
て
は

﹁
び
り
び
り
と
ふ
る
え
る
雷
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
辞
書
的
な
意
味
で
も
︑﹁
震
死
﹂
と
は
﹁
雷
に
う
た
れ
て
死
ぬ
こ
と
︒
ま
た
︑
感
電
し
て

死
ぬ
こ
と
﹂︵﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
第
二
版
︶
で
あ
る
︒

︵
三
二
︶
前
掲
﹃
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
﹄
九
四
頁

︵
三
三
︶
前
出
新
訂
増
補
國
史
大
系
本

一
五
九
頁

︵
三
四
︶
な
お
︑
﹃
類
聚
国
史
﹄
で
は
散
逸
の
為
か
雷
に
関
し
て
立
項
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
見
ら
れ
ず
︑
延
暦
十
三
年
七
月
庚
辰
条
が
﹃
類
聚
国
史
﹄
の
中

で
雷
の
項
目
に
分
類
さ
れ
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
︒

︵
三
五
︶
﹃
日
本
紀
略
﹄
前
篇
十
三

延
暦
十
五
年
二
月
丁
亥
条
︵﹃
新
訂
増
補
國
史
大
系

第
十
巻

日
本
紀
略

前
篇
﹄
二
六
九
頁
︶

︵
三
六
︶
﹃
続
日
本
紀
﹄
巻
第
八

養
老
二
年
五
月
庚
子
条
︵
前
出
新
訂
増
補
國
史
大
系
本

七
四
頁
︶

︵
三
七
︶
﹃
日
本
後
紀
﹄
巻
第
五

延
暦
十
六
年
正
月
甲
寅
条
︵
前
出
新
訂
増
補
國
史
大
系
本

九
頁
︶

︵
と
や
ま

こ
う
い
ち
・
団
体
職
員
︶

―46―


